
 
 

国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象とした５年に一度の大調査です。 
 
 
 
〈世帯員に関する事項〉 男女の別、出生の年月、就業状態 など 
〈世帯について〉 世帯員の数、世帯の種類、住居の種類、住宅の建て方 など 
 
 
 市内を約２２０調査区に分割し、約１５０名の調査員により実施いたします。 
 １調査区あたり約５０世帯（※調査区により世帯数は前後します。） 
 担当する調査区は、調査員の居住地の近隣が基本となります。 
 4 月から広報や市公式 SNS 等により公募を行います。 

応募がなかった場合については、６月末に改めて推薦のお願いをさせていただきます。 
 
 
・８月下旬頃  ︓市役所で行う調査員説明会に出席します。 
         ※調査方法等の説明及び必要物品の配付を行います。 
・９月中旬〜下旬︓全世帯を訪ねて、「調査票」を配布します。 
・１０月中   ︓配布した「調査票」を回収・点検 ➡ 市に「調査票」を提出 
         ※インターネットで回答した場合は、回収・点検不要 
 
 

令和７年１０月１日（水） 午前零時現在 
 
 

◆『１調査区担当』 ４０，０００円程度 ◆『２調査区担当』 ７３，０００円程度 
 
 

調査期間中、知事から任命される非常勤の公務員としての身分を有します。 
調査員は、以下の事項を満たしていることが条件となります。 
（１）責任をもって調査事務を遂行できる 20 歳以上の健康な人 
（２）選挙、警察と直接関係のない人 
（３）守秘義務を守れる人 
 

 
 

◆◇◆問合せ先◆◇◆ 
韮崎市財務政策課 政策調整担当 
〒407-8501 韮崎市水神一丁目３番１号 
TEL︓0551-45-9223  FAX︓0551-22-8479 
E-mail︓seisaku@city.nirasaki.lg.jp 
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